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１. 計画の概要 

（１） 目的 

令和５年３月に策定した「第３次金沢交通戦略（地域公共交通計画）」に基づき、確実な事業の実施

及び地域住民の利便性の向上に資する地域旅客運送サービスの実現を図るため、北部６地区における

フィーダー交通（地域運営交通「チョイソコかなざわ」）の導入等に関して示す「金沢市地域公共交通

利便増進実施計画」を策定する。 

 

 

（２） 計画の位置づけ 

本計画は、「金沢市都市計画マスタープラン」などの上位計画や「金沢市集約都市形成計画」、SDGｓ、

ゼロカーボンシティなどの関連計画と調整・整合を図るとともに、「石川中央都市圏地域公共交通計画」

と連携し、本市の交通まちづくりを示す「第３次金沢交通戦略」を具体化するための実施計画として位

置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金沢市地域公共交通 
利便増進実施計画 

【特に連携が必要な計画】 

・金沢市集約都市形成計画 
両輪 
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（３） 計画の枠組み 

①計画期間 

令和５年度（2023年度）から令和９年度（2027年度）の５年間 

②実施区域 

金沢市内 

・北部６地区（湖南、薬師谷、三谷、花園、医王山、夕日寺の町会連合会の区域）におけるフィー
ダー交通（地域運営交通「チョイソコかなざわ」）の導入区域を本計画の利便増進事業（以下「利
便増進事業」という。）の対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③実施体制 

金沢市、町会連合会、関係する交通事業者等により事業を実施する。 
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（４） 第３次金沢交通戦略における利便増進事業の位置づけ 

「利便増進事業」については、「第３次金沢交通戦略」における具体的な施策・取組の中に位置づけ

ており、関連する施策・取組とともに、利便性の高い地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に

取り組む。 

 

①これまでの交通まちづくりの評価・課題 

第３次金沢交通戦略において、本市の交通まちづくりの課題を以下のとおり整理している。 

①第２次金沢交通戦略の評価と課題 

・コロナ禍で激減した公共交通の利用について、短期的な利用回復策を行った上で、公共交通重要

路線を中心とした適切な輸送力の確保・サービスレベルの向上のための公共交通ネットワーク

の再構築が必要 

・各方面における交通結節点の整備や乗継抵抗（料金・時間・環境等）の軽減など、円滑な交通結

節機能の強化に向けた取組が必要 

・新しい生活様式に対応し、誰もがわかりやすく利用しやすい交通環境に改善し、自家用車からの

転換を促す取組が必要 

・まちなかの魅力向上と併せた、歩行者・自転車・公共交通優先の交通環境づくりを推進し、外出

を促す取組が必要 

・ウィズコロナ・アフターコロナ時代の都市圏内や県内外の移動・交流を支える公共交通の充実が

必要 

 

 

②市民の移動実態やニーズの反映 

・市民の移動は、まちなかを含め大半が自家用車の利用ではあるものの、通勤・通学・通院などの

移動には公共交通が一定数利用されており、公共交通の必要性を認識している市民も多い 

・コロナ禍で移動が激減し、公共交通利用も大きく減少 

・「過度に自家用車に頼らなくても移動しやすいまち」としての現状の満足度は若い年齢ほど低い

が、将来的な必要性は年齢に限らず半数程度は認識 

・公共交通の利用促進には、「増便」、「わかりやすいダイヤ設定」、「運賃の値下げ」が必要との意

見が多い（特に若い年齢ほど増便に対する意見が多い） 

 

 

③社会・経済情勢や本市の交通をめぐる状況変化への対応の方向性 

・コロナ禍における移動需要の激減や燃料価格高騰への対応 

・従来からの公共交通を活かしつつ、必要な場合は他の交通手段により補完しながら、輸送資源を

総動員して公共交通サービスを提供 

・ＳＤＧｓやゼロカーボンシティの実現に向けた施策展開 

・路線バスをはじめとした公共交通の運転手不足への対応 

・新技術を活用した公共交通利用促進の取組の推進 

（ＭａａＳ、ＡＩ、パーソナルモビリティなど） 

・新しい交通システムの段階的な整備 
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②基本的な考え方・基本方針 

第３次金沢交通戦略において、本市の交通まちづくりに関する基本的な考え方や、目指す公共交通ネ

ットワークの実現に向けた交通政策の基本方針を以下のとおり設定している。 

 

【第３次金沢交通戦略の基本的な考え方・基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔基本的な考え方〕 

歩行者・自転車・公共交通優先のまちづくり 

交通から暮らしの質やまちの魅力を高めるまちづくり 

 

〔基本方針〕 

   

   

   

   

   

〔重点的な取組〕 

 

  

１．持続可能な交通ネットワークの形成 ～地域の実情に応じた公共交通の充実～ 

２．交通機能の連携強化 ～便利で円滑な交通の実現～ 

３．交通利用環境の向上 ～快適で安全な利用環境づくり～ 

４．人が中心となるまちなかの形成 ～歴史と文化が薫る歩きたくなる空間づくり～ 

５．交通行動の転換 ～公共交通の利用促進と普及啓発～ 

拡充 

新規 

〔 〕 

● まちづくりを継承する（集約都市の形成等） 

● 豊かな暮らしを支える交通環境をつくる 

● 新たな公共交通の利用 を提案する 

● 時代の要請に応える 

● 公共交通の持続可能性を高める 

〔第２次交通戦略以降の取組を踏まえた視点〕 

● 第２次交通戦略の評価と課題への対応 

● 市民の移動実態とニーズの反映 

● 社会・経済情勢や本市の交通をめぐる 

状況変化への対応 

これまでの課題の改善 

社会経済情勢の反映 

中長期的に目指す姿と 

現在のギャップを埋める 

実現に向けた施策展開 

新しい交通システム

（第１段階）の整備 

※バスのサービス水準向上 

 

金沢MaaS 

の推進 

モビリティハブ 

の整備 

地域住民による
移動手段の充実 
（地域運営交通） 

公共シェアサイクル
「まちのり」 
の充実 

第３次金沢交通戦略 

・ハード・ソフト両面からの連携を強化することで、地域に応じた移動手段を充実 

・公共交通の利用促進と普及啓発を強化 

メリハリをつけて計画を推進 
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③目指す公共交通ネットワーク 

第３次金沢交通戦略において、本市が目指す公共交通ネットワークは、「新しい交通システム（第１

段階）」を想定し、その実現に向け、本市の都市構造を考慮して「まちなか」、「居住誘導区域※」、「郊外」

における公共交通ネットワークを次のとおり位置づけている。 

※居住誘導区域：都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画として策定した「金沢市集約都市形成計画」で定める区域であり、 

中長期的な人口減少を見据え持続的に成長する都市の実現に向け、公共交通重要路線等の沿線に居住の誘導を 

図る区域 

 

【第３次交通戦略で目指す公共交通ネットワーク】 

● まちなかを核とした幹線公共交通ネットワークの構築 

● 地域の状況に応じ自宅から目的地まで過度に自家用車に頼らず移動できる環境の確保 

【各エリアにおける考え方】 

○ 自家用車等の流入を抑制し、徒歩・自転車・バス等の多様な交通モードが便利に利用で

きる人中心の空間を形成する 

○ 都心軸を中心とした「新しい交通システム（第１段階）」の整備により、まちなかと郊

外におけるスムーズな移動を実現し、魅力をさらに高める 

○ まちなかと郊外を結ぶ「公共交通重要路線」について、定時性や速達性などの利便性を

高め、公共交通の便利な区域への居住の誘導を図る 

○ 鉄道・バス等と他の交通モードを

接続・乗継できるモビリティハブ
※の整備を進め、多様な交通モー

ドを便利に利用できる移動環境を

整え、自家用車からの転換を目指

す 

○ 自家用車と公共交通を組み合わせ

ながら、地域の特性に応じたフィ

ーダー交通の導入を進め、移動手

段の確保とともに、過度に自家用

車に依存せず外出しやすい環境づ

くりを目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
ち
な
か 

郊
外 

※モビリィティハブ：鉄道・バス・タクシー・地域運営交通・シェア 

サイクル・自動車などの多様な交通モードとの接続・乗継拠点 

【各エリアにおける交通モードの利用イメージ】

交通結節点 

鉄道 

バス、

タクシー 

自転車 

自動車 

金沢版モビリティハブ

地域に応じて多様な交

通モードを円滑に接続・

乗継する拠点を整備 

多様な交通モードが接
続・乗継するため、

 

交通モード 

駅（JR・IR） 

駅（北陸鉄道） 

バス停留所 

タクシーベイ等 

駐輪場・ポート 

本市の状況 

それぞれの整備を行っ
てきたが、連携強化が
必要 

【交通結節点とモビリティハブの定義】 
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④施策・具体的な取組 

 

コロナ禍で減少した公共交通の利用を回復させ、持続可能な交通ネットワークを形成するために、公

共交通重要路線の利便性向上や新しい交通システム（第１段階）の整備などにより、まちなかを核とし

た幹線となる公共交通ネットワークを充実させるとともに、地域自らが運営する公共交通の拡充など

による地域に応じた交通ネットワークの再構築を目指す。 

❚施策 （※太字は重点的な取組）  

（１）公共交通重要路線の利便性向上 

（２）鉄道線の利用促進・利便性向上 

（３）新しい交通システム（第１段階）の整備 

（４）郊外の移動手段の確保 

（５）公共シェアサイクル「まちのり」の充実 

（６）観光やスポーツ等のイベントに対応 

した交通の充実 

（７）公共交通の担い手の確保 

（８）石川中央都市圏等の公共交通 

ネットワークの充実 

 

 

 

 

 

１．持続可能な交通ネットワークの形成 ～地域の実情に応じた公共交通の充実～ 

【利便増進事業を位置づけた施策・具体的な取組】 

１－（４）郊外の移動手段の確保  

Ａ．地域住民による移動手段の充実 
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市民や国内外の来訪者が、それぞれの移動目的に応じて、多様な交通モードを安全・安心かつ円滑に

利用できるよう、金沢ＭａａＳの取組のさらなる推進や、わかりやすい交通案内の充実、多様な交通モ

ードの乗継・接続拠点となるモビリティハブの整備、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備の推進

等を通じ、物理的・心理的な障壁の解消を目指す。 

❚施策（※太字は重点的な取組） 

（１）金沢ＭａａＳの推進 

（２）わかりやすい交通案内の充実 

（３）官民連携による交通結節点の整備・充実 

（４）ユニバーサルデザインの推進 

 

 

藩政期から続く本市のまちなかはかけがえのない財産である一方、道路空間は他都市に比べ制約が

あるため、限られた空間の中で、市民や来訪者が便利で快適に移動できるよう、走行環境や渋滞対策の

充実を図るとともに、タクシーの利用環境の向上や荷捌きの円滑化のほか、高齢者や障害のある方への

移動支援等を通じ、歩行者・自転車・バス・自家用車などが共存する交通環境の形成を目指す。 

❚施策  

（１）走行環境等の充実 

（２）渋滞緩和策の実施 

（３）高齢者や障害のある方への移動支援 

（４）タクシーの利用環境向上 

（５）荷捌きの円滑化 

 

 

  本市のまちなかには、歴史・文化に加え、商業・業務・観光・行政等の多様な機能が集積し、伝統

環境と近代的都市環境が調和する、他都市では決して味わえない多様な魅力が集積しています。この

魅力が十分に発揮されるためには、歩行者・自転車・公共交通の利用環境を充実させ、乗ってみたく

なる公共交通に進化させるとともに、自家用車等の流入抑制や駐車場の適正な配置をさらに推進し、

人が中心となる交通環境を目指す。 

❚施策  

（１）歩けるまちづくりの推進 

（２）自転車利用環境の向上 

（３）金沢ふらっとバスの利便性向上 

（４）自動車の流入抑制 

（５）駐車場の適正な配置 

 

 

一人ひとりが健康や交通安全、コミュニティ、環境、観光、経済等の幅広い視点に立ち、より持続

的な交通のあり方を考え、実践するため、学校・企業・地域などとの連携によりモビリティマネジメ

ントを推進し、過度な自家用車利用から徒歩・自転車・公共交通への利用転換を図るとともに、公共

交通の利用促進や情報発信・周知の充実により、歩行者・自転車・公共交通優先の交通まちづくりの

実現を目指す。 

❚施策  

（１）モビリティマネジメントの推進 （２）公共交通の利用促進と情報発信・周知の充実 

２．交通機能の連携強化 ～便利で円滑な交通の実現～ 

３．交通利用環境の向上 ～快適で安全な利用環境づくり～ 

５．交通行動の転換 ～公共交通の利用促進と普及啓発～ 

４．人が中心となるまちなかの形成 ～歴史と文化が薫る歩きたくなる空間づくり～ 
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２. 事業の内容・実施主体 

本計画において定める利便増進事業については、令和４年７月の西日本ＪＲバスの路線減便・一部廃

止、令和５年４月の北陸鉄道バスの路線一部廃止を受け、第３次金沢交通戦略に基づき、森本駅・東金

沢駅や春日町バス停などを乗継拠点とし、当該路線のうち需要の少ないエリアをデマンド交通により

代替することで、これまでの定時定路線運行では満たすことのできなかったきめ細やかな移動ニーズ

も含めて対応し、利便性の高い地域旅客運送サービスの提供を図る。 

 

■事業概要 

事業内容 北部６地区における地域運営交通「チョイソコかなざわ」の導入 

事業主体 
湖南地区町会連合会、薬師谷地区町会連合会、三谷地区町会連合会、 

花園地区町会連合会、医王山地区町会連合会、夕日寺校下町会連合会 

運営主体 次世代型交通システム推進協議会 

運行事業者 金城交通株式会社、なるわ交通株式会社 

事業の種類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運行の態様 区域運行 

実施区域 

北部６地区（湖南、薬師谷、三谷、花園、医王山、夕日寺の町会連合会の区域）  

※対象路線概要図のとおり 

※花園地区（旭日除く）は令和５年７月から実施（運行開始）予定 

停留所数 256箇所 

運行日時 
月曜から金曜、８時から15時まで 

ただし、土曜、日曜、祝日及び年末年始（12月29日から１月３日）を除く 

運賃 

【共通】 

 湖南地区及び薬師谷地区の住民が利用する場合：１乗車当たり300円 

三谷地区、花園地区、夕日寺校下（５町会※）及び医王山地区の 

住民が利用する場合：１乗車当たり400円 

非会員が会員に同行し同乗する場合：会員と同額の運賃 

【定期（令和５年７月運用開始予定）】 

湖南地区及び薬師谷地区の住民が利用する場合： 

１箇月定期券 4,000円、３箇月定期券 11,000円 

三谷地区、花園地区、夕日寺校下（５町会※）及び医王山地区の 

住民が利用する場合： 

１箇月定期券 5,000円、３箇月定期券 14,000円 

※夕日寺町町会、伝燈寺町町会、牧町町会、小二又町町会及び釣部町町会 

運行車両 
ジャンボタクシー５台（乗車定員（運転席・助手席除く）８名） 

小型タクシー１台（乗車定員（運転席除く）４名） 

その他 
・地域間幹線系統 津幡線（本津幡駅-八幡-兼六園下）と森本駅、春日町で接続 

・令和４年７月から令和５年３月まで実証運行 
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■対象路線概要図 
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■チョイソコ会員登録、予約方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■チョイソコ運営方法 
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３. 実施予定期間 

利便増進事業の実施予定期間を以下に示す。 

予定期間：令和５年度（2023年度）から令和９年度（2027年度）の５年間 

実施スケジュール 

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

     

 

 

４. 地方公共団体による支援 

利便増進事業に対する支援内容を以下に示す。 

支援内容 

①運行費補助 

 地域運営交通運行費助成制度に基づき、運行経費から収入を控除した欠損部分に

対し支援します。 

※補助金等の予算支援の詳細は「５．実施事業に必要な資金の額・調達方法」参照 

②利用促進の取組の支援 

地域住民が主体となって実施する交通事業者や企業等と連携した利便性向上や利

用促進等の取組を支援します。 

③地元負担軽減策の検討 

地元負担の軽減に向けた地域運営交通運行費助成制度の見直しを検討します。 

第３次金沢交通戦略１－（４）Ａに該当 

 

 

５. 事業実施に必要な資金の額・調達方法 

利便増進事業の実施に必要な資金の額及び調達方法について、以下のとおり設定する。 

項目 
総事業費 

（千円） 

調達方法（千円） 

実施時期 
町会連合会 金沢市 

 

国 

経常収益等 
（運賃等） 

地域運営交通
運行費助成制

度 

地域内ﾌｨｰﾀﾞｰ 
系統確保維持 
費国庫補助等 

北部６地区 
地域運営交通 
「チョイソコ 
かなざわ」 

22,000 3,580 18,420 7,361 Ｒ５.４～ 

※本表記載の補助金等の額については、令和５年３月時点の見込み額であり、記載のとおり調達がな

されない場合があり得る。 

導入地区の拡充・利用促進 
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６. 事業の効果 

（１） 利便増進事業の実施による効果 

利便増進事業の実施による効果を整理する。 

項目 事業の効果 

北部６地区 地域運営交通 

「チョイソコかなざわ」の導入 

・西日本JRバスの路線減便・一部廃止及び北陸鉄道バスの路線

一部廃止で生じた交通空白地域の解消、移動の選択肢の向上 

  〔西日本JRバスの路線廃止及び北陸鉄道バスの路線廃止後

の各地区の公共交通の状況〕 

   湖南：１路線、薬師谷：２路線、三谷：０路線、 

   花園：１路線、医王山：１路線、夕日寺：１路線 

・地域内や近接する公共交通重要路線と接続する移動しやすい

公共交通ネットワークの充実 

・住民の外出機会を創出し、元気で健康な地域づくりを支援 

 

（２） 第３次金沢交通戦略の目標に対する利便増進事業の位置づけ 

北部６地区における地域運営交通の導入に関する利便増進事業の実施により、利用者の利便性等が

向上し、以下の第３次金沢交通戦略に掲げる成果指標の達成にも寄与する。 

 

①公共交通の利用者数 

目標値：コロナ禍前の利用者まで回復を目指す 

現況（Ｒ３） 目標（Ｒ９） 長期目標（R14） 

86,073人/日 123,000人/日以上 130,000人/日以上 

出典：交通事業者提供データ及び金沢市保有データ 

※市内を運行するＪＲ北陸本線・ＩＲいしかわ鉄道線・北陸鉄道線（市内の駅）、路線バス（北陸鉄道路線バス、

城下まち金沢周遊バス、西日本ＪＲバス）、ふらっとバス、地域運営交通の利用者数 

 

②市内の公共交通分担率（平日） 

目標値：市全体の公共交通の分担率の上昇を目指す 

現況（H30） 目標（Ｒ９） 長期目標（R14） 

9％ 9％以上 10％以上 

出典：公共交通モニタリング調査（金沢市実施） 

※令和２年度、令和３年度にも同様の調査を実施していますが、コロナ禍で不要不急の外出が減少した結果、趣

味、余暇活動等の移動（徒歩、自転車等）が特に減少し、公共交通分担率が上昇する状況にあることから特異

値と判断し、基準となる現況を平成30年度としました。 
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  ③住まいの地区の移動満足度 

目標値：移動満足度の上昇を目指す 

現況（Ｒ３） 目標（Ｒ９） 

26％ 30％以上 

出典：公共交通モニタリング調査（金沢市実施） 

※『住まいの地区は、「過度に自動車に頼らなくても移動しやすいまち」だと思いますか』という問いに対し、

「とてもそう思う」「そう思う」の合計 

 

④公共交通の公的資金投入額 

目標値：必要な行政負担を確保する 

現況（Ｒ３） 目標（R５～Ｒ９） 

4.2億円/年 平均2.3億円/年程度を確保 

出典：交通事業者提供データ及び金沢市保有データ 

※公共交通への公的資金額は、下記の決算額・予算額としました。 

①地方鉄道の安全・維持に関する経費 

②路線バス（民間事業者）に対する補助（赤字補填、車両購入補助等） 

③ふらっとバス、地域運営交通の運行（委託）費 

 

 

７. 利便増進事業に関連して実施する事業 

第３次金沢交通戦略に記載されている事業のうち、地域公共交通利便増進事業に関連する以下の事

業について、実施を図っていく。 

 

１－（１）公共交通重要路線の利便性向上 

Ｂ．乗継環境の整備・充実 

取組内容 

・公共交通重要路線に指定される駅・バス停において、シェアサイクルやタクシー、地域

運営交通、パーク・アンド・ライド駐車場などを合わせた接続・乗継拠点となるモビリ

ティハブの整備を推進します（詳細は 2-(3)参照）。 

・利用者の多いバス停などでは、十分な上屋を持ち、わかりやすい行先・経路案内など、

必要な情報を入手できるスマートバス停やシェルター・ベンチなどの整備やバリアフリ

ー化を進め、バス待ち環境の向上を図ります。 

実施主体 行政、交通事業者（鉄道、バス、タクシー、シェアサイクル）、沿道施設所有者等 

実施スケ

ジュール 

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

     

 

     

 

モビリティハブの整備、継続的な乗継環境の改善 
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２－（３）官民連携による交通結節点の整備・充実 

① モビリティハブの整備や駅・バス停の利用環境の充実 

Ａ．モビリティハブの整備 

取組内容 

・まちなかや公共交通重要路線を中心として、バス、鉄道、シェアサイクル、タクシー、

パーク・アンド・ライド（自家用車）などの多様な交通モードとの接続・乗継拠点とな

るモビリティハブについて、地域の実情に応じた整備を推進します（地域公共交通利便

増進事業の活用を想定）。 

実施主体 行政、交通事業者（バス、タクシー、シェアサイクル）、沿道施設所有者等 

実施スケ

ジュール 

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

     

  

     

 

５－（１）モビリティマネジメントの推進 

  Ａ．交通環境学習（モビリティマネジメント教育）の推進 

取組内容 ・幅広い世代を対象に、それぞれのライフステージに応じたモビリティマネジメント教育

を継続して実施します。 

実施主体 行政、交通事業者（鉄道、バス、タクシー、シェアサイクル）、各種団体・企業、市民 

実施スケ

ジュール 

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

     

 

     

 

 ５－（２）公共交通の利用促進と情報発信・周知の充実 

Ａ．過度な自家用車利用の自粛の啓発やエコ通勤の推進 

取組内容 

・環境意識の向上及び健康増進の観点から、市民の過度の自家用車利用の自粛と公共交通

利用に関する啓発を行います。 

・ノーマイカーデーの実施やノーマイカーデーと併せた公共交通の運賃割引等の取組に

ついて、県や石川中央都市圏の自治体と連携し検討します。 

・金沢ＳＤＧｓパートナーズ企業等に対して、エコ通勤優良事業所認証制度を紹介するな

ど、エコ通勤を推奨します。 

実施主体 行政、各種団体・企業、市民、市外通勤者等 

実施スケ

ジュール 

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

     

 

     

 

 

 

導入箇所・方法の検討 順次整備の実施 

取組の実施・充実 

取組の実施・充実 
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Ｂ．地域住民や企業・利用者組織等との連携による利用促進 

取組内容 

・県や周辺自治体と連携して、学校、企業などに積極的な利用を働きかけていくとともに、

利用促進に向けた市民等の活動に対して支援します。 

・県や石川中央都市圏の自治体と連携し、企業版ふるさと納税制度の活用を検討します。 

・観光やスポーツ等のイベントと連携した移動手段の確保や、既存の公共交通の周知やデ

ジタル交通サービス「のりまっし金沢」との連携などの可能性を検討します。【再掲】 

実施主体 
行政、交通事業者（鉄道、バス、タクシー、シェアサイクル）、各種団体・企業、 

沿線住民等 

実施スケ

ジュール 

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

     

 

     

 

Ｃ．多様な媒体によるわかりやすい情報発信 

取組内容 

・マスメディアやＳＮＳ、ＨＰなどの多様な媒体を通じて公共交通の利用促進キャンペー

ンを実施し、自家用車から公共交通への利用転換の啓発を行います。 

・インフルエンサーを起用し、公共交通を利用した金沢観光の魅力や公共交通を使った魅

力的な暮らしなどを発信します。 

実施主体 行政、交通事業者（鉄道、バス、タクシー、シェアサイクル）、各種団体・企業 

実施スケ

ジュール 

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

     

 

     

 

取組の実施・充実 

継続的な取組の実施・充実 


